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１  サービスの内容       

                                                      

  (1) 事業者（居宅介護支援事業者）は、利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサ

ービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類

及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて

サービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の供与を行います。 

  (2) 居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者

の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的提供されるよう努力

いたします。 

  (3) 居宅介護支援にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に

行います。 

  (4) 居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態にな

ることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。 

  (5) 事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡

を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者について

の解決すべき課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整

その他の便宜の提供を行います。 

  (6) 前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管

し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。 

 （7）サービス利用については事業者一覧やパンフレットを提示、利用者自身が選択できるようにい

たします。 

 （8）サービス計画書に当該事業所を位置づけた理由を求める事も可能です。 

 （9）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて当該申請が行われる



                                

よう必要な援助を行います。 

   また、要介護認定の更新申請が、遅くとも有効認定期間終了の30日前にはなされるよう、  

必要な援助を行うものとします。 

 （10）利用者が、通所リハビリテーション等の医療系サービスの利用を希望している場合やその他必

要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

   またこの場合において、介護支援専門員は当該居宅サービス計画を主治の医師に交付しま

す。 

 （11）利用者の服薬状況、口腔機能、その他の利用者の心身または生活の状況に係わる情報の

うち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師又は薬剤師に提供します。 

 （12）当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の 

   利用状況は別紙のとおりです。 

 （13）モニタリングについて、面接は特段の事情がない限り、原則利用者の居宅を訪問して行いま

す。 

    ただし、心身の状況が安定しており、サービスの利用状況に変更がない場合は、テレビ電話

等を用いて行う場合があります。 

その場合でも、2カ月に1回は自宅を訪問し面接をおこないます。 

 

２ 担当の介護支援専門員等    

(1) 担当する居宅介護支援専門員及びサービス提供責任者（管理者、サービスコーディネーター

等）は、次のとおりです。サービスについてご相談やご不満等がある場合には、どんなことでもお

寄せください。 

(2) 担当する居宅介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合には、事前に利用者

と協議します。 

(3) 入院時には、在宅生活の円滑な移行を支援する為、早期に病院等と情報共有や連携を図

る必要がありますので、入院先医療機関に、担当介護支援専門員の氏名や連絡先を伝えて

ください。 



                                

(4) 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族か

ら提示を求められたときは、身分証を呈示します。 

 

 

役 職 所 持 資 格 氏  名 

管理者 主任介護支援専門員 

主任介護支援専門員 

主任介護支援専門員 

介護支援専門員 

介護支援専門員 

介護支援専門員 

介護支援専門員 

松澤 弓 

猪俣 有希子 

黒沼 明子 

渡部 昌弘 

田邊 宏子 

竹田 啓美 

三上 裕子 

 

３  市町村への届出  

   この居宅支援サービスを受ける際には、その旨を市町村に届け出て、被保険者証に記載する必

要があります。具体的な手続は上記の居宅介護支援専門員にご相談ください。 

 

４  サービス提供の記録等 

  (1) サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「居宅サービス共通記録書」等の書面に必要事

項を記入し、必要により利用者の確認を受けます。 

  (2) 事業者は、一定期間ごとに（又は１か月ごとに）「居宅サービス計画」の内容に沿って、サービス

提供の状況、目標達成等の状況等に関する「居宅サービス共通記録書」等の書面を作成して、

利用者に説明のうえ希望に応じ交付します。 

  (3) 事業者は、「居宅サービス共通記録書」その他の記録を作成完了後5年間は適正に保管し、

利用者の求めに応じて閲覧に際し、又は実費負担によりその写しを交付します。 

 

５ 事故発生時の対応方法について 

 （1）利用者に対する指定居宅支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家

族に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。 

 



                                

６ 高齢者虐待防止について 

（1） 利用者の人権の擁護、虐待の発生又は再発を防止するため、対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（2） 従業者に対し、虐待の防止のための研修会を定期的に実施します。 

 

７ 身体拘束の禁止について 

（1） 事業者は、サービス提供にあたり身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いませ  

ん。 

ただし、利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場 

合は、この限りではありません。 

（2） 前項ただし書きの規定に基づき身体拘束等の行為を行った場合には、事業者は直ちにその

日時、態様、利用者の心身の状況、緊急やむを得ないと判断した理由、当該行為が必要と

判断した職員等及び当該行為を行った職員等の氏名その他必要な事項について、サービス

提供の記録等の書面に記録します。 

 

８ 業務継続計画について 

（1） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施す

るため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定、

非常時においては当該計画に従い必要な措置を講じます。 

 

９ 損害賠償 

  事業者は居宅介護支援の実施にあたって、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合、 

その損害を賠償します。 

ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には限りではありません。 

 

 



                                

１０ 利用料及びその他の費用について                                                                    

  (1) 要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるために居宅介護支援費

としての、自己負担金はありません。介護保険適応の場合でも、保険料の滞納により、支援事

業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者は1か月につき要

介護状態区分に応じて下記の利用料をお支払い頂きます。 

   利用料のお支払いと引き替えにサービス提供証明書（給付管理票）と領収書を発行させてい

ただきます。 

   （料金表）令和 6年 4月１日現在 

 

 

 

サービス内容 

 

単位 
介護報酬公告額× 

地域加算 

（ １単位×11.12 ）円 

通常算定 

される項目 

要介護1・2 1.086単位/月 12.076円 

要介護3・4・5 1.411単位/月 15.690円 

特定事業所加算Ⅱ ※ 421単位/月 4.681円 

状況により 

算定される項目 

初回加算 300単位/月 3.336円 

入院時情報連携加算Ⅰ 250単位/月 2.780円 

入院時情報連携加算Ⅱ 200単位/月 2.224円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 450単位/月 4.815円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 600単位/月 6.420円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 600単位/月 6.420円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 750単位/月 8.025円 

退院・退所加算（Ⅲ） 900単位/月 9.630円 

ターミナルケアマネジメント

加算 
４００単位/月 4448円 

通院時情報連携加算 50単位/月 556円 

緊急時等居宅       

カンファレンス加算 
200単位/月 2.224円 

 ※特定事業所加算の趣旨 

   特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門 

性の高い人材を確保するため事業所内でも採用時研修や、継続研修年2回を実施し、ケアマ



                                

ネジメントの質向上に資することを目的とするものです。 

  (2) 介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、

その旅費（実費）の支払いが必要となります。 

   実施地域を超えたところから、片道おおむね1キロあたり 40円。 

 

１１ キャンセル等                                                                 

 (1) 利用者がこの居宅介護支援に係る訪問調査、居宅サービス契約の作成等のサービス提供を

キャンセルし、又は中断する場合は、事前に次の連絡先（又は前記の介護支援専門員等の連

絡先）までご連絡ください。  

      連絡先（電話） ： ０４５－８２５－１２４６ 

  (2) 居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等について利用者が行った依頼等を取り消

す場合も、速やかに上記の連絡先までご連絡ください。 

  (3) 利用者は１週間以上の予告期間があれば契約全体を解約することもできます（契約書６条） 

  (4) サービス提供のキャンセル又は契約の解約の場合にも、キャンセル料等は必要ありません。 

 

１２ 事業所の概要    

事 業 所 名 地域総合在宅支援センター  ヒルズまいおか 

所 在 地 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町３３３８－７ 

事業者指定番号 神奈川県 １４７１００１８２４ 

管 理 者 

連 絡 先 

管理者 松澤 弓 

電 話  ０４５－８２５－１２４６ 

ＦＡＸ  ０４５－８２０－１２７５ 

サービス提供地域 戸塚区 ・ 港南区 ・ 栄区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 西区 

 

 

 

 



                                

１３ 営業日及び営業時間   

営業日 月曜日～金曜日（祝祭日は営業、時間外は電話対応可） 

休業日 土曜日、日曜日及び 12/31～1/3 （但し、電話対応可） 

営業時間 午前8時30分～午後5時30分 

緊急連絡先 045-825-1246（24時間対応体制） 

 

１４  事業所の職員体制等 

職  種 人    員 

管理者 1 名（常勤、兼任） 

主任介護支援専門員 3 名（常勤2名、兼任1名 ） 

介護支援専門員 4 名（ 常勤 4名 ） 

   ※管理者は主任介護支援専門員です。                                                                                                                                                                                            

 

1５ 相談窓口、苦情対応                                                         

  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

お客様相談コーナー 相談員（責任者）    松澤 弓 

電話番号        ０４５－８２５－１２４６                                        

ＦＡＸ番号        ０４５－８２０－１２７５                                       

対応時間        ８：３０～１７：３０              

 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

市町村介護保険相談窓口 

（戸塚区） 

電話番号      ０４５－８６６－８４５２ 

 

市町村介護保険相談窓口 

（栄区） 

電話番号      ０４５－８９４－８５４７ 

市町村介護保険相談窓口 

（港南区） 

電話番号      ０４５－８４７－８４９５ 

 

市町村介護保険相談窓口 

（中区） 

電話番号     ０４５－２２４－８１６３ 



                                

市町村介護保険相談窓口 

（南区） 

電話番号     ０４５-３４１-１１３８  

市町村介護保険相談窓口 

（西区） 

電話番号     ０４５-３２０-８４９１ 

横浜市健康福祉局 

はまふくコール 

電話番号     045-263-8084 

  

神奈川県国民健康 

保健団体連合会 

電話番号     ０４５-３２９-３４４７ 

 

 

 

1６ 法人の概要 

法人種別・名称 社会福祉法人   豊笑会  

代表者名 理事長     西村 英二 

法人所在地 

電 話 

神奈川県横浜市泉区弥生台５５番地６２                       

０４５－８１３－００７１ 

業務の概要 

 

・介護老人福祉施設 （2）    

・短期入所施設（2） 

・認知症対応型共同生活介護（2） 

・通所介護（1） 

・居宅支援事業所（1） 

事業所数 8 

 

 

1１７  法人のサービスの方針等 

   これまで日本の社会を支えてこられたご高齢者（ご利用者）の人間としての尊厳と個人の意思

を尊重し、自立した生活をお送りいただけるように努めます。 

 



                                

【 説明確認欄 】 

 

 居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。 

 

                年    月    日 

 

                        所在地  神奈川県横浜市戸塚区舞岡町３３３８番地７       

                        事業者名  地域総合在宅支援センター  ヒルズまいおか 印 ）  

 

                        説明者                                       印 ）  

 

 

  居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、同意し交付を受けました。 

 

                        利用者   住 所                             

                                 氏 名                                 印 ） 

 

               代理人又は立会人 

                              住 所                               

（続柄       ） 

氏 名                                  印 ）  

 

 

 

 

 



                                

個人情報の利用目的 

当事業所は、ご利用者様の個人情報を下記利用目的のために取得し利用いたします。 

 

【 事業所内部での利用 】 

①利用者に提供する介護保険サービスのうち次のもの 

・居宅サービス計画ならびに介護サービス計画の作成業務 

・利用者の診療等に際し、医師や医療機関の意見や・助言を求める場合 

  ・ご家族等への心身の状況説明 

②介護保険に関わる事務全般に関わること 

③介護保険サービスの利用にかかる管理運営業務のうち次のもの 

 ・利用者に関わる管理業務 

 ・介護事故、緊急時の専門機関等への報告 

 ・ご利用者への介護・医療サービスの向上に関する業務 

④介護サービスや業務の維持・改善・向上のための基礎資料及び職員間での情報共有 

 

【 他の事業者等への情報提供 】 

①当事業者が利用者に提供する介護保険サービスのうち次のもの 

 ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や医療機関等との連携、サービス担

当者会議等への照会及び回答 

 ・利用者の病状の急変や治療等に際し、医療機関への連絡及び情報提供 

 ・家族等への心身の状況の説明 

 ・介護認定審査会、地域包括支援センターへの情報提供 

②介護保険事務で利用する際の次のもの 

 ・国民健康保険団体連合会への請求業務 

 ・国民健康保険団体連合会または、保険者からの照会への回答 

③損害賠償保険などにかかわる保険会社等への相談または届出等で利用する場合 



                                

④外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 ※あらかじめ利用者本人の同意なしに、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うこと

は致しません。 

 

【 その他 】 

 ご提出いただいた個人情報はご本人の同意なく第三者への個人情報を提供することはありません 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は提供をすることがあります。 

①あらかじめ、本人に必要事項を明示または、通知し、本人の同意を得ている場合 

②法令に基づく場合 

③本人ならびに公衆の生命、身体、財産を脅かす可能性がある場合 

④公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難な場合 

⑤国の機関又は、地方公共団体及びその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより該当事務の遂行に支障をきたす場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

個人情報使用同意書 

                                                                             

 私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内

で使用することに同意します。                             

                                      

記 

 

１  使用する目的                                                          

   「個人情報の利用目的」にて定める事項 

２  使用する職員の範囲 

    利用者に対してサービス提供又は相談援助等を担当する職員 

３  使用する期間 

  地域総合在宅支援センター ヒルズまいおか 契約書第２条に定める期間 

４  条 件                                                                     

  (1) 個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよ

う細心の注意を払うこと 

  (2) 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと     

以 上 

 

年    月   日                                             

  地域総合在宅支援センター ヒルズまいおか  殿 

 

              （利用者）      住所                                         

                            氏名                          印 ）   

             （利用者の家族）住所                                       

                （続柄       ） 氏名                                 印 ） 


